
(5)  いじめへの対応プロセス（組織的対応の流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭による「いじめ防止対策委員会」を設置する。全教職

員による「いじめ防止サポート会議」を開催する。 

(1) 「いじめ防止対策委員会」 

・学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施と進捗状況を確認し、有効な対策を検討する。 

・学校におけるいじめに関する相談や通報に対応する。 

・重大な事案が発生した場合は、教育委員会に報告するとともに、関係機関（教育総合センター、児童 

相談所、警察署等）と連携して対応する。 

・教師の指導力や学校の対応力向上のための研修を実施する。 

・児童・保護者・地域に対する情報発信と意識啓発を行う。 

(2) 「いじめ防止サポート会議」 

・日頃の観察やアンケート、Ｑ－Ｕの結果を基に、気にかかる児童の現状について記録を積み重ね 

るとともに情報を共有し、指導方針を明確にして、全教職員で見守りや支援に努める。 

担任 

↓ 
生徒指導主事 

教頭 → 校長 
（組織招集・指示） 

事実の確認 
過去のアンケートや面談内容の確認 
関係者への聴き取り 
（児童への聴き取りは一斉に行う） 
被害児童 加害児童 周囲のもの 保護者 

※明らかになった事実や経過を正確に伝える。 

適宜連絡 

※職員会議等で報告、全教職員で情報共有、共通理解を図る。 

いじめ解消に向けた対応 
被害児童への支援 
加害児童への指導・支援 
観衆・傍観者への指導・支援 
保護者への対応･･･事実の報告、思いの受容、理解と協力の要請 

↓ 

↓ 
再発防止 

ＳＣ・ＳＳＷ等の外部
専門家  
関係機関（警察・児相） 
地域 

学校いじめ対策組織（緊急対策会議） 
報告・事実関係の把握 

組織的な対応の実施 
↓ 

指導方針・役割分担決定 

学校いじめ対策組織（緊急対策会議） 
情報の集約（記録･整理）

共通理解 
↓ 

調査方針・役割分担決定 

情報を得た教職員 

報告・支援 

報告・支援 

適宜連絡 

観 察 

解消に向けた継続指導 

教育委員会 

保 護 者 

教育委員会 

保 護 者 

◎保護者からの訴え 
直ちに家庭訪問をするなど、誠実に

対応する。 
（早期にＳＣ面談） 
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